
◎情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正

する法律 
（令和元年五月三一日法律第一六号）   

一、提案理由（平成三一年四月一七日・衆議院内閣委員会） 

○平井国務大臣 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要

を御説明申し上げます。 

 情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、社会課題の迅速かつ

柔軟な解決や持続的な経済成長を実現するためには、社会全体のデジタル化を早急に進

めていかなければなりません。行政においても、手続や業務に用いる情報を紙からデー

タへと転換し、デジタル化を推進していくことが喫緊の課題となっています。 

 また、少子高齢化などの社会構造の変化により、社会の多様性が増していく中、情報

通信技術の活用に当たっても、活用のための能力や利用の機会の格差、いわゆるデジタ

ルデバイドに配慮し、高齢者等も含め、全ての者が情報通信技術の便益を享受できる社

会を実現することが重要です。 

 本法案は、こうした状況を踏まえ、情報通信技術を活用した行政の推進に関する各種

施策を講じ、もって国民生活の向上や国民経済の健全な発展に寄与することを目的とす

るものであります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則を定めるとともに、情

報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることとし

ております。 

 第二に、市町村長は住民票の除票及び戸籍の付票の除票を保存することとするととも

に、戸籍の付票の記載事項を追加するほか、地方公共団体情報システム機構は、国の機

関等から国外転出者に係る事務の処理に関し求めがあったときに、付票本人確認情報を

提供することとしております。 

 第三に、国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするととも

に、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カード

によらず行うこととしております。 

 第四に、罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼

児に対する健康診査に関する事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 



二、衆議院内閣委員長報告（令和元年五月一〇日） 

○牧原秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基

本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項

等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提

供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人

番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の追加等の措置を講ずるものであり

ます。 

 本案は、去る四月十六日本委員会に付託され、翌十七日平井国務大臣から提案理由の

説明を聴取いたしました。次いで、二十六日に質疑を行い、質疑終局後、本案に対し、

立憲民主党・無所属フォーラム及び国民民主党・無所属クラブより、情報通信技術を活

用した行政の推進の基本原則として、個人情報の保護に十分配慮して行わなければなら

ないこと等の規定を追加するとともに、法令に基づく申請に際し省略できる添付資料を

明記すること、地方公共団体が行うデジタルデバイド対策の具体例を明記すること、地

方公共団体によるオンライン化施策に対する国の援助を明記すること等を内容とする修

正案が提出されました。 

 修正案について趣旨の説明を聴取した後、原案及び修正案について討論を行い、採決

した結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年四月二六日） 

政府は、本法による行政のデジタル化の推進に当たり、次の諸点について万全を期す

べきである。 

一 情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないよう、技術革新に対応したセキュ

リティー対策及び個人情報の保護その他の個人の権利利益の保護のための措置を講じ、

業務の信頼性・安全性の確保を図ること。 

二 経済的事情によりパソコン・スマートフォン等の情報通信機器を所有していない者

も、情報通信技術の便益を享受できるよう、必要な施策を講ずること。 

三 地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るた

め、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができ

る機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策

を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。 

四 地方公共団体が、行政のデジタル化の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続



のほか、当該地方公共団体が行う施策の実施に関する指針、基準その他これらに類す

るものに基づく手続についても情報通信技術を利用する方法により行うことができる

ようにするための施策を講ずるに当たり、必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 

五 マイナポータルを使用する際に必要な個人番号カードの読み取りに対応したＩＣカ

ードリーダライタ又はスマートフォン等の普及に努めるとともに、多くの国民がその

利便性を享受できるよう、制度の周知徹底を図ること。 

六 地方公共団体の業務において窓口における対面業務が市民と接する上で重要な機能

を有していることに鑑み、このような機能が損なわれることがないよう配慮すること。 

七 行政運営の簡素化及び効率化により、行政機関等の職員の事務の負担が軽減される

よう配慮するとともに、行政のデジタル化の推進は、真に必要な行政分野にリソース

を配分することにより、行政サービスの質の向上を図るものとなるよう十分留意する

こと。 

八 情報システム整備計画の作成に当たり、国民が情報通信技術を利用する方法により

申請、届出その他の手続を行うことを促進するため、当該方法による手続に係る手数

料の費用効果分析の結果を踏まえた減額、当該方法による手続の処理に際しての優先

的取扱いその他の優遇措置を講ずるよう必要な検討を行うこと。 

九 国外に転出した者が、円滑に個人番号カード及び電子証明書を取得し、及び利用し

続けることができるよう、在外公館において個人番号カード及び電子証明書の交付及

び更新の事務を行うことについて検討を行い、関係府省が連携して体制の整備に取り

組むこと。 

三、参議院内閣委員長報告（令和元年五月二四日） 

○石井正弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並び

に行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関す

る基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる

事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の付票の記載等に係る本人確認情報の保存及

び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、

個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の追加等の措置を講じようとす

るものであります。 

 委員会におきましては、行政のデジタル化を実現するための方策、デジタル化推進に

伴う個人情報保護及びセキュリティー確保の在り方、デジタルデバイドへの対応策、マ

イナンバー制度の活用の在り方及び費用対効果等について質疑が行われましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、立憲民主党・民友会・希望の会及び国民民主党・新緑風会を代表

して矢田理事より、個人情報保護の配慮に係る規定を基本原則に追加すること、地方公



共団体が行う情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正に関する施策の具

体例を明記すること等を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より原案及び修正案に反対

の旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をも

って原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月二三日） 

 政府は、本法による行政のデジタル化の推進に当たり、次の諸点について適切な措置

を講ずるべきである。 

一 情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないよう、技術革新に対応したセキュ

リティー対策及び個人情報の保護その他の個人の権利利益の保護のための措置を講じ、

業務の信頼性・安全性の確保を図ること。 

二 経済的事情によりパソコン・スマートフォン等の情報通信機器を所有していない者

も、情報通信技術の便益を享受できるよう、必要な施策を講ずること。 

三 地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るた

め、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができ

る機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策

を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。 

四 地方公共団体が、行政のデジタル化の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続

について情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための施策

を講ずるに当たり、必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 

五 マイナポータルを使用する際に必要な個人番号カードの読み取りに対応したＩＣカ

ードリーダライタ又はスマートフォン等の普及に努めるとともに、多くの国民がその

利便性を享受できるよう、制度の周知徹底を図ること。 

六 地方公共団体の業務において窓口における対面業務が市民と接する上で重要な機能

を有していることに鑑み、このような機能が損なわれることがないよう配慮すること。 

七 行政運営の簡素化及び効率化により、行政機関等の職員の事務の負担が軽減される

よう配慮するとともに、行政のデジタル化の推進は、真に必要な行政分野にリソース

を配分することにより、行政サービスの質の向上を図るものとなるよう十分留意する

こと。 

八 情報システム整備計画の作成に当たり、国民が情報通信技術を利用する方法により

申請、届出その他の手続を行うことを促進するため、当該方法による手続に係る手数

料の費用効果分析の結果を踏まえた減額、当該方法による手続の処理に際しての優先

的取扱いその他の優遇措置を講ずるよう必要な検討を行うこと。 



九 情報通信技術を利用する方法による手続を促進するに当たっては、その利便性や留

意点、具体的な申請方法等について、国民に丁寧かつ分かりやすい説明・広報を行う

よう努めること。 

十 国外に転出した者が、円滑に個人番号カード及び電子証明書を取得し、及び利用し

続けることができるよう、在外公館において個人番号カード及び電子証明書の交付及

び更新の事務を行うことについて検討を行い、関係府省が連携して体制の整備に取り

組むこと。 

十一 健康保険証としての活用等により個人番号カード及び電子証明書が必要となる場

面が拡大することを踏まえ、これらの交付及び更新を無償で行うとともに、交付及び

更新が円滑に進むよう地方公共団体等の体制強化や国民に対する十分な周知に関係府

省が連携して取り組むこと。 

  右決議する。 

 


